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現行の情報公表・情報提供の仕組み①  
（認可保育所に関する情報）  

○ 現行制度ヒおいては、市町村に対し、認可保育所の運営状況等に関する情報提供義務が課せられている。  

○ また、保育所に対して、地域住民への当該保育所の保育に関する情報提供の努力義務が課せられている。  

◎ 児童福祉法（昭和22年法律第164号）（抄）  
第二十四条 （略）  

2～4 （略）  

5 市町村は、第一項に規定する児童の保護者の保育所の選択及び保育所の適正な運営の確保に資するため、厚生労働省令の定めると   
ころにより、その区域内における保育所の設置者、設備及び運営の状況その他の厚生労働省令の定める事項に閲し情報の提供を行わ   
なければならない。  

第四十八条の三 保育所は、当該保育所が主として利用される地域の住民に対してその行う保育に閲し情報の提供を行い、並びにその   
行う保育に支障がない限りにおいて、乳児、幼児等の保育に関する相談に応じ、及び助言を行うよう努めなければならない。  

2 （略）   

◎ 児童福祉法施行規則（昭和23年厚生省令第11号）（抄）  

第二十五条 法第二十四条第五項に規定する厚生労働省令の定める事項は、次のとおりとする。   
一 保育所の名称、位置及び設置者に関する事項   

－の二 当該保育所が認定こども園（就学前保育等推進法第六条第二項に規定する認定こども園をいう。以下この条において同じ0）  
である場合にあっては、その旨  

に関する事項  二 保育所の   

次に掲げる保育所の運営の状況に関する事項  

関所している晴間  イ 保育所の  

口 保育所の保育の方針   

ハ 当該保育所が認定こども園である場合にあっては、就学前保育等推進法第四条第一項第三号及び第四号に掲げる子どもの数   
二 当該保育所が私立認定保育所である場合にあっては、第二十四条の二第二項の規定により都道府県知事に届け出た選考の方法  
ホ その他保育所の行う事業に関する事項   

四 法第五十六条第三項の規定により徴収する額又は就学前保育等推進法第十三条第四項の規定による保育料の額に関する事項   

四の二 当該保育所が認定こども園である場合にあっては、法第三十九条第一項に規定する乳児又は幼児以外の子どもに関する  
利用料の額   

五 保育所への入所手続に関する事項   

六 市町村の行う保育の実施の概況  

② 法第二十四条第五項に規定する情報の提供は、地域住民が当該情報を自由に利用できるような方法で行iものとする。  7   



◎ 保育所保育指針（平成20年厚生労働省告示第141号）（抄）  
第一章 総則  

4 保育所の社会的責任  

（1）  （略）  

（2）保育所は、地域社会との交流や連携を図り、保護者や地域社会に、当該保育所が行う保育の内容を適切に説明するよう努めな  
ければならない。   

第六章 保護者に対する支援  

2 保育所に入所している子どもの保護者に対する支援  

（1）  （略）  

（2）保護者に対し、保育所における子どもの様子や日々の保育の意図などを説明し、保護者との相互理解を図るよう努めること。  
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現行の情報公表・情報提供の仕組み②  
（認可外保育施設に関する情報）  

○現行制度においては、認可外保育施設に対し、利用料、保育士等の配置数及び勤務体制、保険に関する事項   
等について、都道府県に対する報告を義務付けている。  

○都道府県知事は、必要と認める事項を取りまとめ、市町村長に通知するとともに、公表するものとされている。  

◎ 児童福祉法（昭和22年法律第164号）（抄）  

第五十九条のこの五 第五十九条の二第一項に規定する施設の設置者は、毎年、厚生労働省令で定めるところにより、当該施設の運営の状況を  
働こ報告しなければならない。  

2 都道府県知事は、毎年、前項の報告に係る施設の運営の状況その他第五十九条の二第一項に規定する施設に関し児童の福祉のため必要土  
認める事項を取りまとめ、これを各施設の所在地の市町村長に通知するとともに、公表するものとする。   

◎ 児童福祉法施行規則（昭和23年厚生省令第11号）  
第四十九条の七 法第五十九条のこの五第一項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項を都道府県知事の定める日までに提出することにより   

行うものとする。   

一 施設の名称及び所在地  

設置者の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地  

建物その他の設備の規模及び構造  

施設の管理者の氏名及び住所  

開所している時間  

提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項  

報告年月日の前日において保育している乳幼児の人数  

入所定員  

報告年月日の前日において保育に従事している保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制  

保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制の予定   

一 

二  

三  

二
三
四
五
六
七
八
九
十
十
十
十
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現行の情報公表】情報提供の仕組み③（認定こども園）  

○ 現行制度においては、都道府県に対し、認定こども園を利用しようとする者に対し、施設の名称・所在地等を   

周知する義務が課せられている。  

◎ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）  
（認定こども園に係る情報の提供等）  

第六条 都道府県知事は、第三条第一項又は第二項の認定をしたときは、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な方法により、当該認定を受けた  

施設において提供されるサービスを利用しようとする者に対し、第四条第潮こ掲げる事項及び教育保育概要（当該施設において行われる教育及び  

保育並びに子育て支援事業の概要をいう。次条第一項において同じ。）についてその周知を図るものとする。第三条第三項の規定による公示を行う場合も、  

同様とする。  

2（略）   

（認定の申請）  

第四条 前条第一項又は第二項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その申請に係る施設が同条第一項各号又は第二項  

各号に掲げる要件に適合していることを証する書類を添付して、これを都道府県知事に提出しなければならない。  

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名  

二 施設の名称及び所在地  

三 施設において保育する児童福祉法第三十九条第一項に規定する乳児又は幼児の数（満三歳未満の者の数及び満三歳以上の者の数に区分するものと  

する。）  

四 施設において保育する児童福祉法第三十九条第一項に規定する乳児又は幼児以外の子どもの数（満三歳未満の者の数及び満三歳以上の者の数に  

区分するものとする。）  

五 その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項  

2（略）   

◎ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則（平成十八年文部科学省・厚生労働省令第三号）  
（法第四条第一項第五号の文部科学省令・厚生労働省令で定める事項）  

第四条 法第四条第一項第五号の文部科学省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。  
一  認定を受ける施設について幼稚園、保育所又は児童福祉法第五十九条第一項に規定する施設のうち同法第三十九条第一項に規定する業務を目的と  

するものの別  

認定こども園の名称  

認定こども園の長（認定こども園の一体的な管理運営をつかさどる者をいう。）となるべき者の氏名  

教育及び保育の目標並びに主な内容  

第二条各号に掲げる事業のうち認定こども園が実施するもの  

三
四
五
 
 4   



現行の情報公表・情報提供の仕組み④  
（子育て支援事業）  

○ 現行制度においては、市町村に対し、子育て支援事業に関する必要な情報提供の義務が課せられている。  

◎ 児童福祉法（昭和22年法律第164号）（抄）  
第二十一条の十一 市町村は、子育て支援事業に閲し必要な情報の提供を行うとともに、保護者から求めがあったときは、当該保護者   

の希望、その児童の養育の状況、当該児童に必要な支援の内容その他の事情を勘案し、当該保護者が最も適切な子育て支援事業の利   

用ができるよう、相談に応じ、必要な助言を行うものとする。  

② 市町村は、前項の助言を受けた保護者から求めがあった場合には、必要に応じて、子育て支援事業の利用についてあつせん又は   

調整を行うとともに、子育て支援事業を行う者に対し、当該保護者の利用の要請を行うものとする。  

③ 市町村は、第一項の情報の提供、相談及び助言並びに前項のあつせん、調整及び要請の事務を当該市町村以外の者に委託すること   

ができる。  

④ 子育て支援事業を行う者は、前二項の規定により行われるあつせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。  

◎ 保育所保育指針（平成20年厚生労働省告示第141号）（抄）  
第六章 保護者に対する支援  

3 地域における子育て支援  
（1）保育所は、児童福祉法第48条の3の規定に基づき、その行う保育に支障がない限りにおいて、地域の実情や当該保育所の体制等  

を踏まえ、次に掲げるような地域の保護者等に対する子育て支援を積極的に行うよう努めること。  

ア 地域の子育ての拠点としての機能  

（ア）～（ウ）（略）  

（工）地域の子育て支援に関する情報の提供  

5   



市町村による情報提供の例①（金沢市）  
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紅篭駐で貰芸芸宝稽一光13－トほ  

虹宣：Ⅲ簡■宰町B一畏  
匿正志脚由一什瞑心2月  
酢コ鷺u聯搾＝帥灘沌胡  
証票菰望＝こ罰則描－1  

2巴草コ▼－一三：□01  

定■．・′月5空S   

屏■糟肝′11二OD如才ヱ．ロD  

t囁鼻＃■ 7．［¢～11DD〉  

定■ノ′3】〉名  

l児■トウ1■ライトステイ相川朋廿し‖】  
…′1己貞舞茫・コ丁上†．打宥  

膏題意ご・「・止郡‥－恒稀附lニ汚．符「㌣・J＿リ㌧ 児通・コ1正  

司わ■忙た・机㌢持帰・＿・てて．L二・．＝i蒙ト げ2ヨ中畑   

【子■て支局センター】  
彗繭Hi：臨：1二1月l塁．ご1t 戯Lr㈲Tll璧出．嘲．巧  
珊lま 弼1甲．tl一‘丁∴ノ＼・カ彗膵．1王凛・1・れ動ノ・車  

驚こ∴ご士：aこ‖り牛てい三了．：「■［頑℡師：   

【重訳手■て■ステーション】  
草野嵩ア宵rつ章1■軒ふ⊥．＿・r巾■．1しこ牒野【r5T  

T．i．柏；巳ユ王こ・：て．・・壬す．，廿・rl℡媚：－   

・〔l一Ⅳ†▼∴二∫二JTr十且・ごり．L－㌻lこ▼：rT 二け吏  

「‾二   

丈乳児保育1  
．耳・山手隅町Lてrlrlヒ芯・け」．上てトニ．・⊥烹7、  
・封軒．√一覧．．rJ▲亡卜す軌  

隋け胞打席綱所の入所由し迫み闘咽とぉ志は   

咽じ．翌ぎ汀あれぼ相野入市可能で【可，  

：叫遭罵僑■料亡は諸に虻最良1nなとが   

必中です．  

【休8－町間引  
ヨ智・門口に．・軍．研汽宣・再現阜鶴橋 語間押野．  

翳LIまノブ」＿て∴ノユ帝た打 一式‡飢こ子とも打良  

法が匡厳にち：「た鶉さ河ノIt－＿‥rき．√■丁．i仁  

JP2占ぜ酔ぎ．1  

淵幽庄折  可臨書弓  
中村¶15－7  ヱ41一組37  

【一打尉剛  
信詳七．ナl‘輌1隼訂闊門票L亡 【キ酌L＿rLLT一  
工二巴描かてさ．・Jい膿昌平 蹄兵リフト∵⊥て丁  

三一こ二巾なl‾r河八一▼＿：丁モ．1ミュま盲・）1F■26申開：   

【24時間保疇】  
乱凛椚・しと．認眉＿．鮎崩して－∴・忘！雪用童をつ！央  

l、‾子とも堅田・■I・－」rモ．、†∴キま李．1■且■こ－二：・や河  

ヨEj＿引手て1．「F苛一一朝鰯・邦零才てlT・瑠吾、」＿iてすL．  

戸綿－かっ立場ユて箪rtざT’lrL・・芸ざ，・：当コよこ‾  

甘望ヨげ欄ヨ仁亡声u牒・∴  
■・竃：打『西中l鷲繭而ト‾J．．而．ノrいふ子と〔．笹津  

【年末儒F】  
王〒も庇い∵い亡く冤持病れ下山．「爪．－1ごロコ■ヨ  

ロ．］仁・臼．てり上l己勺＝l・二lてt．±1ま7■．  

こ仁詩・背嚢吾・’専売た；一驚 －Ft勺一章キヨ■  

ニr、iT】貸17督：」に軌．▲迂〒て◆闘l●jわ・広世   

コ琉干1雷．㍉こ1丁拍R ：lボL．・，エコ l一軒脛   

【統合照輝】  
＿・銅1丁：・卑l！l－．撃！、・ト和す三■ニ≡て持jl王．た鯵て．  

箕㍑－1西コ‘Jコ．こ㌶さL：…ニート三・ニミ魔王一托さ〔J．成層  

二．二t【－■縫凪て叩．▲．】■－．こ÷ト▲‾‥†スj  

耳彗音符，：．L・∵円芦．L一弘 り：1●・二十－・㌣樵  

【ヱ錬h】  

年間竜j疇して10召禰霞  
【申込I  

窃．■、書瞥醜、1ケ月中憶で  
腋月煮でに申し込み．星空力■  

磨れl用時相可覿．  

【利用増凛l  

竃より1か媚古2，□0□円／白  
ほヱ：価ま‾ごlよさ細円．′’蝕）  

（ヱ5：（将露でほ珊円＿ノ・√昏：・  
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保育所（国）【覧  
乳児－㌍三芳1克言ノト写  

＜金沢市中央地区＞ 、7Jプ1周  童話論考 二至宝 肌用 ミ≡排！こ」言し戻等倍胃師l郡＝沌：や加  

F9－101本町ト2－16 233－1649社福7：00仙柑：0し－ －】9：00 90 2 0 0 0 中央 子、体   

F9－】02 否林坊2－5－24 23ト3456社福7：00－t8：0し －22：00 90 2 0 0 0 中央 体  

F9－－03醐坊2－5－2423ト3456社酎1：00－2Z‥D〔アミ1？品30200一中央硬、休  

F】0－1鋸長町ト5－30 263－5906 社福7：00～18：0し ～20：00120 2 拠 0 0 中央   

F9－105 長町3－‖－‖ 264－1900 社描7こ00～18：OC ～柑二00 90 2 拠 0 0 中央   

F9－106 長土i馴－2－9 23ト5460 社福7：00～18：00 ～愉00 60 2 0 － ○ 中央 夢   

Glト】07菊川2－8－13 231－3429 社福7：30～柑：3〔・～t9：00 60 2 0 0 0 覇‖J町   

F8－108 瓢箪町8－22 2Zト6611社塙7：00～18：0〔～t9：30 80 2 0 0 0 明成 体、夢  

G9澗紹町2－】摘23ト5ヰ74社摘7：00～柑：0〔～－抑602000  

＜金沢北針北部近郊地区＞  

H4－110 八田町渠572 258－0333市立7：00～18：0〔～19：00106 2 0 0 0 霜本 夢   

15一日 南宗本町ヌ139 Z58－0758社福7：00－18：D〔～19：00 90 2 0 0 0 森本 夢   

H5－＝Z 弥勒打力112 25ト1260社福7：00－18：0こ ～柑こ00120 2 迎 0 0 森本 夢   

一 

」3－114 岸川町に46 258－0158市立7：00～18：0〔一 ～柑：00 70 2 0 0 0 花園 夢   

C2－115 富野町ホ79 257－5404市立7：00～18：0〔～19：00 40 2 0 0 0 三谷 夢   

G8－t16 元町卜丁一7 252－M8市立7：00－18：OC ～19‥00 95 2 拠 0 0訊刃町軋夢   

G9－117 東山2－柑－g 252－2662社描7：00－】8：Oe ～19：00 45 2 0 0 0 存山町夢   

G8－；18 神宮寺1－1ト15 252－9750社椙アニ00～ほ0〔－19：00150 2 0 0 0 福山町子、病   

柑－119 生田町郎6－3 258－0721市立7：00～18：0［～19：00 79 2 0 0 0 不動寺夢   

F8－t20 京町3－43 252－t550祉福7：00～18：0〔→19：00 90 2 － 0 0 浅野即   

日7－121神省内町へ29 251－1250社福7：00－18：DC －柑：∞1ZO 2 拠 0 0 小堀 寧   

日ト122 小坂町ケほぃヰ252－6800社福7こ∞－柑こOC ～19：00 60 2 0 0 0 小坂 夢   

G7－123 三池町145 252イ814社格7こ00－t8：0〔1～19こ00180 2 他 0 0 ′川亘 夢   

19－124 山王町2－85 252－0ほ5社福7：00～18二0じ －19：001ZO 2 0 0 0 夕日寺夢   

H6－125 疋田町ハ302 258－1321社招7：00～18：OC ～柑：00120 2 0 0 0 千坂 夢   

G9－126 東山3－29－22 252－1414社椙7：00－18：0（う ～19：00 60 2 0 0 0 馬場   

C3－127 二俣町ハ5－1236－1044社福7：00～18：0〔ノ ～19：00 45 6 0 0 0 医王山  

※保育所（回）は小学校区に関係なく選′∬ことかできます。  

※記載のデータにつし＼ては20年度の状況です。  

※一時保育拠昇・・一時保育を重点的に実施する保育所です。（P26参照）  
※その他－‥子／・／子育て支援センター、幼／ノ／幼児相言炎宣、休／休日保育、休－／休日一時保育  

24／ノ24時間保育、琴／ノ‘会沢子育て夢ステーション、夜／′夜間保育、病／’′病児保育  
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病児一矧別号 射蛸牒酎．．こノJ二こもう押．I押ヾ  一時保育 卜脚汎」＝J・＝「・ムこ．・こ＝千丁且臨兜巾細りて丁、  

子十も．一再由勃L「烏上トも閂一編打た耶宣と樟が・岩で把  

捉がて≡点い囁け＝－憎仲・「てもらユま丁、妄、㌣車f  

は現在5：†而草ホ析l‡間、顎て責こ’なわ㌢lていまT  

が．正■に野巨∴－l■．ちか・－．・て．場合に止＝‥＝：ユ羊卜二・  

t－しけモl二U5こと行あ㌧ま㌢小康明甘一輝的烏烏  

軌ユ．民嘩・市長：TJL・・一丁㌫とて〔．月．石しrいぞ：七  

こうもあ登ェ：て柑【‖．＿・［みさl．＝亡う．  

t皇指名て・椚乳・11・冠F竃憂‡軸・：i＝ト」利伸＿子－†‥t・・川山田・●■一・二’杏仁∴・明言  

や．1lノし．∴1チ，1ト己．と声1hいこ頑コ∵・てい三．ミ烹T．潅酎ミ■l雪面  

鞘壬牒；昌てヨヒせけ．ニー，力ても・‡．t狛＝憬三と絶ふょ・‘郡租二子三r】‘  

≡下京「てぃこ・＝眉己笥′ 琴・rjl＿埠．．・－「リ1．亡右声よ上」∴・ハ  

軌石偏■謝l渾欄しこしl患館員詳猛斥胃術一覧（P19叩せ隔日  

世lヨも（声円ノhl：廿閏＝  

＝式亭震¶震芦田の1昌．■d†て］ロU円・．欄よ汽湖北円  
筆書褒臨席｛祈．ことも1祉■ 鯵22［l－ココgg  

11 肝   属r‡－5－コU  

霜Ⅵ繊撃  22ユ・丘璽＝邑卓  

二羽 雫   机脆－8膿（町洲）  

ニ ー  ・1デ  

I：】孟   之．て阜コFl．▼出  

t’常礪 お阜て・蒙こ；：  

打l■珂瀾  q－工8亡lコ・－－1良．OU  

拝由口   語．器秤目．  
皇幾蟄・）白（てごノ）」一ノし‘3：・  

Eノ′15．ノ け′′；う  

●亡P比   ●「t椚チ■1．  
当ロー吉山刀－・呵！ヨ予埠宗  
＝ミl氾事モ蟹⊥T勺トコ吉す．1烏  

ヒ」かl門H弟帥買付：  

平翳】lJ：l－ンゼ  

2ヰ1一台06ヱ†■■〉  
署■1－8石10叩人六l  

顎町2D－き  

283－068l  

n■一一り堆崖  口腑－ト小甘1  

ヰヨ  

コノ：lm円・ロ   

●，洩騨，．hY－「＝・霞むi  

lヨーー折占・1コーー「仁・．1二り  

ユ．≡．甜畠．  
二訂貢正地 ぐけノ）nt－－†√ j：・  
ヒ．・・■■1．軋ノ1ら   

●札k芋lつ  
1長巾コーー】R府：：l   

」石  
ご■．r持〕Fl．■D  

l賃l■，十；苧‾」蓋む－  

q－一正月15←－：e′〔（・  

⊥＿〔∋．；父零H 
j三夫草地 りL′一ヨ臼・－「ノ」）  

じノノ1．巳／‾1；I  

●■1日 霞にL蔓蟄日l．コ＿．  
二・二・ウサ＼架設世t■－ もL．く  

はRつとん－ム【王はtl引こ  

こ■qIし．山．  

は 所   責i11‖一用・ヨ  

彊椚■サ  28長一申651  

封 象   ロ≠鷹一リ1瞥空  

J 帯   J雲  

†こ1菰   ご∴lこlつR・R  
lカ■．．一ご．－．ニコ藤；J。：  

呵R勒．q H・・一基ヨてり－・・；丁．Lじ  

l†繹ピ   工．≡・．杭礫日  
力一ニ亡ブ一月幹唇  

HlT；しIユーI3  

去81一句lOユ   

は内項痔  
ヲ亡t．てl吋鹸」冊針＝．11＿・エT  

焉：．1：：】再．′Ilヨ．簸サduやカ「∴＝  

′：元■蔦毒！引，－－∈】動侶lあり  

与－ロ8．ン：・－一拍・：l二l■ぬ拍由．l  

■－■■‥■■■■■‥‥1‥■－▼・▼・■▼‥1一‥－†■‥■L，■  
清音すモ．α｛呵こ一紬篭iモ翌L．リ，l■Lてもらえ  

宣．一】∴こ－相良は 洞≠■阻甫≠絹頼‖：怖い台  

J：■せて石ま」▲．言う．  

一時辞書鮒磨保鞘所  

皇右傾育所  

蒜山保岡所  

三驚愕書冊  

光が丘保爾而  

八日市保1而  

大浦揮育厚  

手金網慨欄憎  

まとか窯二儒背止  

打－みやち髄欄庸  

即‡笥乙つ晶系頭瞥所  

み．なと幣2保翔間  

エ症＝津山雪月泊l  

風土幅届■躊】  

暫丁保1桁  

睾力丘頭爾聞  

露l立奇蹄舞匿  

わかば尿爾薗  

蜜蜂限1熟  

柿光輝膏血  

苦塩席河内  

上田悍胃鷹  

先ホ保1所  

材木情甘園  

●■書h＝け‖lりし柁I瑚雪Il既  ●■拓予捏かl必翌ごマ‾・療  
闘撰厚にこ掛る超け一戦紙亡  娘忙精げ犀いと芦昧．．賃九  

力十ご重なL■lこ亡こ瓜りま丁．  ■壕．t：印m帝みl  
■鴫1日！．勾：くほごに蝕し丁  

▲軋仇丁干朋．当巨卜七：E■l．二  

蓬す王虎Tし1彗け†丁けq！l巳   ＝＝l！tりど】rL－．『ど■崩こコ1■・▲＿チ  
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市町村による情報提供の例②（静岡市）  

も  ＜  じ  

POLE POLE手胃7：   
寺と己しり言巧と了胃て・こプ）ポノ’’、                   ント  

．乱ちゃんが鳥L・■たとき．ニ   

ラご己至上手1こほめ55二㍉告ポ†ニノト   

子ど古刀掃気・字詰■・けが   
子亡亡こr〕発達打うよっ土気がた；、り音ことき   

監事貢汁し．．軒了〔畑Slれあし・至！   

子連れであ出かけ～表意七つ＜5う・一   

班t掛耳宙二左堰け㌧ぺ・一二・亡どん忘と」子▲？   

つど十，応喘、子自て隼十いしノ  

・草魚手台て王綻セ‾ノノ芋－〔l≒二．亡、チ1ノートしド：   

子吉てト一っに軍師して小言せん打  

．Jユ専鮎   
あそ〔＿ト手島て盲l．＿「′Tリリロノ   

保胃聞・知性現ガ行・う了胃て噌己い圃ノ珪関前：   

保博頂礼ロンヤ に斤ニー‾「み。たラ・   

享ビもを碍tナるとぎ   
慄声旋告告巾種頸  
1’貸古厩一覧   

まl爬周一覧   

乱飢別業茂吉博一暗畑土り事業・こ病後ノ巳楳胃牟〉   
プア≡リー・り丑ト」‥セニノアーーニ・てどんロし－二ころつ  

「活き年き言盲て緊急サボー▼、』って爪 一に’7   

朗程度と深石園爪一巨   
楽しいよ 地謡i乳児睾つつプ   

算ロっておきたい…手当とぬ成制匿   
児芸事当   
子ご吉良樺曽仙．成制圧   

肌準6∃衰‡領空昆書昏補助  

」乞蔓扶誇手当   
交通磨児割掃址手当、毎了賓硬軍医原告既成削麿   
増す秦婦福1」貿韮t引雪；軌習   

□盟主藩主措、Llとり需寮炉妄′芭立持   

7吊てl豆閏史＝捉事業〔シニーノl－フ丁イ■：   

ぎ苗て王接八．ルハ 爪遣事業   

丁冒て曳椅1ド事業   

こんなときの相談闇   
七、骨リコけ重要琵二！．「ょう   

孟召可外保盲旋昌き一覧  

トーーb  

了・－1し1  

1〔  

11′・－ 帽  
1了▲tl〔l  

「‾j ⊥し  

粟成三8菓慶  

遡融謂瑚腰  

願薗  享肯こ爪ツ   
「′－一  

「つ   

■24  

・‾1丁‾  」■  
つ声．  

コ亡・  
2＄  

2rr‥2、＿‡  

jO  
3丁、・〕d  
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他の社会保障制度における情報提供制度の例①（医療）  

【患者が医療情報を得る手段】   

○ 医療機関の行う広告   

○ インターネット等による広報   

※ 医療機関側による任意の情報   

○ 利用者に対する医療機関内の院内  

掲示  

【見直しの視点】   

○ 必要な情幸削ま一律に提供  

○ 情報を集約化  

○ 客観的な情報をわかりやすく提供  

○ 相談・助言機能の充実  
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医療機関の医療機能に関する情報【病院】  

1．管理・運営・サービス等に関する事項  注記   

（1）基本情報  

l  病院の名称  ※正式名称（フリガナ）・英語表記（ローマ字表記）   

2  病院の開設者  

3  病院の管理者  

4  病院の所在地  ※郵便番号■住所（フリガナ）・英語表記   

5  案内用電話番号及びファクシミリ番号  

6  診療科目  ※医療法施行令第3条の2に基づく診療科目名   

7  診療日（診療科目別）  ※表記方法は都道府県の任意   

8  診療時間（診療科目別）  ※表記方法は都道府県の任意   

9  病床種別及び届出・許可病床数  

（2）病院へのアクセス  

10  病院までの主な利用交通手段  ※表記方法は都道府県の任意   

有無  

皿  病院の馬主車場  駐車台数  

有料・無料の別  

12  案内用ホームページアドレス  

13  案内用電子メールアドレス  

14  外来受付時間（診療科目別）  ※表記方法は都道府県の任意   

15  予約診療の有無  ※表記方法は都道府県の任意（診療科の別、初診・再診の別、予約用電話番号等）   

16  時間外対応  ※別表   

17  面会の日及び時間帯  

（3）院内サービス等  

18  院内処方の有無  

19  対応することができる外国語の種類  ※表記方法は都道府県の任意   

20  障害者に対するサービス内容  ※別表   

21  車椅子利用者に対するサービス内容  ※別表   

22  受動喫煙を防止するための措置  ※別表   

医療に関する相談窓口の設置の有無  
23  医療に関する相談に対する体制の状況  

相談員の人数  

24  病院内の売店又は食堂の有無  

25  入院食の提供方法  
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